
現
在
戸
数
２
９
９
戸
に
対
し

入
居
戸
数
55
戸
（
入
居
率
18
・

４
％
）
と
施
設
利
用
が
低
率
状

況
を
ふ
ま
え
、
経
済
性
・
効
率

性
に
よ
る
費
用
対
効
果
か
ら

も
、
用
地
借
上
の
あ
り
方
（
施

設
の
集
約
化
に
よ
り
用
地
の
返

還
も
含
め
）
な
ど
早
急
に
取
り

組
ま
れ
た
い
。

・
茂
原
公
園
に
つ
い
て
は
、
桜
ま

つ
り
等
で
は
市
内
外
の
人
が
大

勢
訪
れ
る
場
所
で
あ
る
こ
と
か

ら
、
今
後
も
茂
原
市
の
憩
い
の

場
と
な
る
よ
う
に
、
弁
天
湖
か

ら
美
術
館
ま
で
一
体
化
し
た
公

園
と
し
て
計
画
、
整
備
に
努
め

ら
れ
た
い
。

・
下
水
道
事
業
業
務
継
続
計
画

（
Ｂ
Ｃ
Ｐ
）
に
つ
い
て
は
、
下

水
道
施
設
が
市
民
生
活
に
と
っ

て
重
要
な
ラ
イ
フ
ラ
イ
ン
の
ひ

と
つ
で
あ
り
、
災
害
時
で
も
そ

の
機
能
を
維
持
ま
た
は
早
期
回

復
さ
せ
る
こ
と
が
必
要
不
可
欠

で
あ
る
こ
と
を
ふ
ま
え
策
定
、

改
定
さ
れ
て
い
る
が
、
計
画
に

基
づ
い
た
訓
練
等
を
実
施
し
、

危
機
管
理
体
制
に
万
全
を
期
さ

れ
た
い
。

お
問
い
合
わ
せ
は
、

監
査
委
員
事
務
局
（
９
階
）

☎
⒇
１
５
６
０
、Ｆ
⒇
１
６
０
７
へ
。

ご
み
を
減
量
化
す
る
有
効
な
方

法
と
し
て
は
、
生
ご
み
の
堆
肥
化

が
あ
り
ま
す
。

生
ご
み
は
水
分
が
多
く
燃
え
に

く
い
た
め
、
ご
み
処
理
場
の
処
理

能
力
低
下
の
原
因
に
も
な
り
ま
す
。

市
で
は
、
生
ご
み
処
理
機
の
購

入
に
対
す
る
補
助
、
生
ご
み
堆
肥

化
容
器
（
コ
ン
ポ
ス
タ
ー
・
Ｅ
Ｍ

容
器
）
の
助
成
販
売
（
市
で
購
入

し
た
も
の
に
補
助
金
を
差
し
引
い

た
額
で
販
売
）
な
ど
、
減
量
化
に

向
け
て
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

◆
家
庭
用
生
ご
み
処
理
機
補
助
金

制
度

・
補
助
金
額

購
入
額
の
１
／
２（
千
円
未
満
切

り
捨
て
。
た
だ
し
上
限
１
万
８
千

円
）

・
必
要
書
類
等

補
助
金
交
付
申
請
書
、
販
売
店

発
行
の
領
収
書
、
品
質
保
証
書
、

身
分
証
明
書
、
通
帳
、
印
鑑
。

※
申
請
書
は
、
環
境
保
全
課
窓
口

で
入
手
ま
た
は
同
課
ウ
ェ
ブ

ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で

き
ま
す
。

◆
生
ご
み
堆
肥
化
容
器
助
成
販
売

・
コ
ン
ポ
ス
タ
ー

１
３
０
型　
　
　

２
８
０
０
円

１
９
０
型　
　
　

３
１
８
０
円

２
３
０
型　
　
　

４
３
７
０
円

・
Ｅ
Ｍ
容
器
（
Ｅ
Ｍ
バ
ケ
ツ
２
個
）	

１
９
２
０
円

※
茂
原
市
内
に
住
所
を
有
し
、
現

に
居
住
し
て
い
る
方
が
対
象
。

お
問
い
合
わ
せ
は
、

環
境
保
全
課
（
６
階
）

☎
⒇
１
５
０
４
、Ｆ
⒇
１
６
０
４
へ
。

交
通
事
故
な
ど
で

保
険
証
を
使
用
す
る
場

合
は
届
出
を

交
通
事
故
な
ど
、
第
三
者
の
行

為
に
よ
り
け
が
を
し
た
場
合
、
医

療
費
は
本
来
加
害
者
が
負
担
し
ま

す
が
、
保
険
証
を
使
用
し
て
治
療

を
受
け
る
こ
と
も
可
能
で
す
。
そ

の
際
は
市
へ
「
第
三
者
の
行
為
に

よ
る
傷
病
届
」、「
交
通
事
故
証
明

書
」
等
を
届
け
出
る
必
要
が
あ
り

ま
す
。

届
出
に
よ
り
、
医
療
費
の
一
部

を
市
が
立
て
替
え
、
加
害
者
に
そ

の
過
失
割
合
に
応
じ
た
額
を
請
求

し
ま
す
。

◆
負
傷
原
因
調
査

市
で
は
、
診
療
報
酬
明
細
書

（
レ
セ
プ
ト
）
等
を
も
と
に
負
傷

原
因
調
査
を
行
っ
て
い
ま
す
。

こ
の
調
査
は
、
け
が
に
よ
り
保

険
証
を
使
用
し
て
医
療
機
関
等
で

治
療
を
受
け
た
場
合
、
そ
の
原
因

が
第
三
者
の
行
為
に
よ
る
も
の
か

を
確
認
す
る
た
め
の
も
の
で
す
。

【
調
査
対
象
者
】

外
傷
性
の
傷
病
名
で
、
け
が
の

原
因
が
第
三
者
行
為
に
よ
る
可
能

性
の
あ
る
方
。

【
調
査
方
法
】

対
象
者
に
「
負
傷
原
因
届
」
を

送
付
し
、
回
答
を
依
頼
。

お
問
い
合
わ
せ
は
、

国
保
年
金
課
（
２
階
）

☎
⒇
１
５
０
３
、Ｆ
⒇
１
６
０
０
へ
。

戦
没
者
等
の
遺
族
に
対

す
る
特
別
弔
慰
金
の
請

求
は
お
済
み
で
す
か

第
十
回
特
別
弔
慰
金
の
請
求
受

付
が
開
始
さ
れ
て
い
ま
す
。
平
成

27
年
４
月
１
日
に
お
い
て
、「
戦

傷
病
者
戦
没
者
遺
族
等
援
護
法
に

よ
る
遺
族
年
金
」
等
を
受
け
る
方

が
い
な
い
場
合
に
、
戦
没
者
等
の

死
亡
当
時
の
ご
遺
族
お
一
人
に
支

給
さ
れ
ま
す
の
で
、
お
早
め
に
請

求
を
お
願
い
し
ま
す
。

◆
支
給
対
象
者

①
平
成
27
年
４
月
１
日
ま
で
に

「
戦
傷
病
者
戦
没
者
遺
族
等
援

護
法
に
よ
る
弔
慰
金
」
の
受
給

権
を
取
得
し
た
方

②
戦
没
者
等
の
子

③
戦
没
者
等
の
⑴
父
母
⑵
孫
⑶
祖

父
母
⑷
兄
弟
姉
妹

※
戦
没
者
等
の
死
亡
当
時
、
生
計

関
係
を
有
し
て
い
る
こ
と
等
の

要
件
を
満
た
し
て
い
る
か
ど
う

か
に
よ
り
、
順
番
が
入
れ
替
わ

り
ま
す
。

④
右
記
①
か
ら
③
以
外
の
戦
没
者

等
の
三
親
等
内
の
親
族

※
戦
没
者
等
の
死
亡
時
ま
で
引
き

続
き
１
年
以
上
の
生
計
関
係
を

有
し
て
い
た
方
に
限
り
ま
す
。

◆
支
給
内
容

額
面
25
万
円
、
５
年
償
還
の
記

名
国
債

◆
請
求
期
間

平
成
30
年
４
月
２
日
㊊
ま
で

◆
請
求
窓
口

社
会
福
祉
課
、
本
納
支
所

お
問
い
合
わ
せ
は
、

社
会
福
祉
課
（
７
階
）

☎
⒇
１
５
７
１
、Ｆ
⒇
１
６
０
５
へ
。

ごみの減量化に
ご協力ください

▲コンポスター
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